
 

 

令
和
二
年
十
月
二
日
受
領 

答

弁

第

一

六

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
二
第
一
六
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
十
月
二
日 

内
閣
総
理
大
臣 

菅

 

義

偉 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
住
民
投
票
の
投
票
期
日
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
住
民
投
票
の
投
票
期

日
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
投
票
期
日
の
前
倒
し
」
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
第
三
条
第
五
項
で
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
の
期
日
は
、
少
な
く
と

も
そ
の
二
十
日
前
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
「
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
一
度
決
定
し
た
投
票
期
日
」
を
「
そ
の
告
示
前
に
当
初
投
票
期
日
よ
り
前
倒
し
て
再
決
定
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
現
行

法
令
上
こ
れ
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
第
六
項

の
規
定
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
準
用
し
て
い
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
通
知
」
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
感
染
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
」
を
、
期

日
前
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
根
拠
と
し
て
示
し
た
公
職
選
挙
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
「
天
災
又
は
悪
天
候
に
よ
り
投
票
所
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
」
は
、
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
「
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
、
投
票
所
に
お
い
て
、
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
」
に
直
ち
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
今
後
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
の
あ
る
新
感
染
症
が
発
生
し
て
今

般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
感
染
状
況
と
な
っ
た
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
選
挙
人
の
投
票
に
付
し
た
日
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る

特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
期
日
を
い
う
も
の
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
 

し
た
が
っ
て
、
当
該
期
日
が
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
日
か
ら
六
十
日
以
内
で
あ
る
場
合
に
、
御
指
摘
の
「
繰

延
投
票
を
行
う
期
日
を
、
基
準
日
か
ら
六
十
日
を
超
え
て
定
め
る
」
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 


